
オミクロン株の流行を踏まえた濃厚接触者の待機期間短縮について 

 

 大分県福祉保健部感染症対策課 

令和 4 年 1 月 28 日一部改正 

 

○ 経 緯 

本県の新規陽性者数は急速に増加しており、その９割以上がオミ

クロン株に置き換わっているものと考えられます。今後、オミクロン

株に関する科学的知見を踏まえた対応への切替えが求められます。 

 

国の通知が発出され、オミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期

間が７日間（８日目に解除）するよう短縮されました。また、今後の

感染拡大時においても社会機能の維持と感染拡大防止を両立できる

よう、「社会機能を維持するために必要な事業に従事する方」（以下

「社会機能維持者」）については、抗原定性検査キットで陰性を確認

することにより、最短５日間（４日目及び５日目の陰性確認後、５日

目から解除）に短縮できる取扱いを開始します。 

ただし、１０日間を経過するまでは検温などご自身による健康状

態の確認等を行ってください。 

※令和４年１月２８日より適用 

 

対象事業者の皆さまにおかれては、濃厚接触者となった従業員の

方への従事が事業継続に必要である場合には、上記の取扱いの活用

もご検討ください。 

 

 

 



○  概 要 

１ 新型コロナウイルス感染症の検査陽性者は原則としてオミクロ

ン株の陽性者として取り扱い、その濃厚接触者については、待機期間

を７日間（８日目に解除）とします。 

 

 社会機能を維持するために必要な事業に従事する方に限り 

① 無症状 

② 抗原定性検査であれば陽性者と最後に接触した日から４日目 

と５日目に検査を実施 

③ 陰性が確認された場合には、５日目から待機を解除できます 

   ＊薬事承認されたものを必ず用いてください。また、別添確認書「抗原定性検

査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」の①から⑤の対応を行うこ

ととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を卸売

販売事業者に提出してください。 

 

２ 対象となる業種 

 国の基本的対処方針に記載されている「緊急事態宣言時に事業の

継続が求められる事業者」が該当します。下記参照 

 

３ 留意事項 

①  濃厚接触者となった方が業務に従事することが事業の継続に  

必要である場合が対象となります。 

②  検査は事業者の費用負担により行ってください。 

③  検査の結果、陽性が確認された場合、事業者は対象者に医療 

機関の受診を促してください。 

④  待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者

において感染対策を徹底してください。また、社会機能維持者



に対して、１０日目までは、業務の従事以外の不要不急の外出

はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り

避けるよう説明してください。 

 














